
１　指定（告示）年月日　　平成２６年　６月　５日

２　山梨県告示番号　第１８３号

整理番号 図書類名 発行所

1 実話ドキュメント30周年記念 山一抗争前夜 マイウェイ出版

2 月刊実話ドキュメント　６月号 マイウェイ出版

3 ＤＶＤ　ＪＵＮＥ マガジンマガジン

4 愛の体験告白　ＶＯＬ１０ 株式会社メディアックス

5 裏モノＪＡＰＡＮ　６月号 鉄人社

（参考）
青少年保護育成のための環境浄化に関する条例

※定期的に刊行される図書類（月刊誌等）が有害図書類に該当した場合は、次
　 刊行の際にも内容の確認をしてください。

第５条第３項   知事は、図書類の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、
甚だしく粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発する等
青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書類を有害
図書類として指定することができる。



１　指定（告示）年月日　　平成２６年　８月　７日

２　山梨県告示番号　第２３２号

整理番号 図書類名 発行所

1 男のエロ知恵１４０ 鉄人社

2 裏モノＪＡＰＡＮ　８月号 鉄人社

3 ａｙａ　7月号 宙出版

4 Ｂｏｙ’ｓ　ピアス　7月号 マガジンマガジン

5 コミック　アムール マガジンマガジン

（参考）
青少年保護育成のための環境浄化に関する条例

※定期的に刊行される図書類（月刊誌等）が有害図書類に該当した場合は、次
　 刊行の際にも内容の確認をしてください。

第５条第３項   知事は、図書類の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、
甚だしく粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発する等
青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書類を有害
図書類として指定することができる。



１　指定（告示）年月日　　平成２６年１０月２日

２　山梨県告示番号　第 ２８５ 号

整理番号 図書類名 発行所

1 月刊実話ドキュメント　９月号 マイウェイ出版

2 チャンプロード　１０月号 笠倉出版社

3 ｍｉｎｉ　Ｂｅｒｒｙ　Ｖｏｌ．６ 秋水社

4 ａｙａ　９月号 宙出版

5 Ｂｏｙ’ｓ　ピアス禁断　８月号 マガジンマガジン

6 実話ナックルズ　９月号 ミリオン出版

7 黄金のＧＴ　１０月号 晋遊舎

8 禁断ＬｏｖｅｒｓＭＡＸ　ｖｏｌ．９ ぶんか社

9 裏モノＪＡＰＡＮ　８月号 鉄人社

（参考）
青少年保護育成のための環境浄化に関する条例

※定期的に刊行される図書類（月刊誌等）が有害図書類に該当した場合は、次
　 刊行の際にも内容の確認をしてください。

第５条第３項   知事は、図書類の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、
甚だしく粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発する等
青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書類を有害
図書類として指定することができる。



１　指定（告示）年月日　　平成２６年１１月２７日

２　山梨県告示番号　第 ３３１ 号

整理番号 図書類名 発行所

1 コミックアムール マガジン・マガジン

2 禁断Ｌｏｖｅｒｓ　ＭＡＸ　ｖｏｌ．１０ ぶんか社

3 Ｂｏｙ’ｓ　ピアス禁断　１１月号 マガジンマガジン

4 裏モノＪＡＰＡＮ　９月号 鉄人社

5 週刊実話　ザ・タブー 日本ジャーナル出版

（参考）
青少年保護育成のための環境浄化に関する条例

第５条第３項   知事は、図書類の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、
甚だしく粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発する等
青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書類を有害
図書類として指定することができる。

※定期的に刊行される図書類（月刊誌等）が有害図書類に該当した場合は、次
刊行
   の際にも内容の確認をしてください。



１　指定（告示）年月日　　平成２７年１月２９日

２　山梨県告示番号　第  ２４  号

整理番号 図書類名 発行所

1 実話ナックルズ　１月号 ミリオン出版

2 Ｂｏｙ’ｓピアス　１月号 マガジン・マガジン

3 超絶！アイドル封印映像２０１４決定版 マイウェイ出版

4 コミックアムール　１月号 マガジン・マガジン

5 ａｙａ　１月号 宙（おおぞら）出版

（参考）
青少年保護育成のための環境浄化に関する条例

第５条第３項   知事は、図書類の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、
甚だしく粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発する等
青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書類を有害
図書類として指定することができる。

※定期的に刊行される図書類（月刊誌等）が有害図書類に該当した場合は、次
刊行
   の際にも内容の確認をしてください。



１　指定（告示）年月日　　平成２７年３月２６日

２　山梨県告示番号　第　９９　号

整理番号 図書類名 発行所

1
裏モノJAPAN３月号別冊
夢をかなえるクスリ２００ 鉄人社

2 無敵恋愛S★girl３月号増刊
禁断LoversMAX VOL.12

ぶんか社

3 mini SUGAR　３月号 秋水社

4 BOY’S ピアス　３月号 マガジン・マガジン

5 aya ３月号 宙（おおぞら）出版

6 裏モノJAPAN４月号 鉄人社

（参考）
青少年保護育成のための環境浄化に関する条例

第５条第３項   知事は、図書類の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、
甚だしく粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発する等
青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書類を有害
図書類として指定することができる。

※定期的に刊行される図書類（月刊誌等）が有害図書類に該当した場合は、
次刊行の際にも内容の確認をしてください。


